
平成２８年度（１月） 第９回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 29年 1 月 26 日（木）午後 1時 30 分から 

会場：浜北区役所 大会議室（なゆた・浜北３階） 

 
１ 開 会 
 
 
２ 議 事 

(1) 協議事項 

浜松市浜北保健センターの開館時間の変更について      【資料 1】 

 

 

３ その他 
(1) その他 

 

 (2) 次回の開催予定 

   
 
４ 閉 会 
 
 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市浜北保健センターの開館時間の変更について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 
背景：本施設は健康相談及び保健指導並びに健康診査などに

利用している施設であるが、平成２８年１０月の区役

所移転にあわせて、本施設に勤務していた職員を区役

所に集約するとともに、健康相談や窓口での保健指導

なども区役所に会場を移して実施している。 

   また、平成２９年度からは母子健康手帳の交付も区役

所のみで取り扱うこととしている。 

経緯：区役所移転後は職員が常駐していない施設となったこ

と並びに集団で実施している幼児健康診査及び妊娠期

健康講座などの事業は、継続して本施設で実施するも

のの、これらの事業はあらかじめ実施日時や対象者が

決められていることから、事業実施時間にあわせて開

館時間を変更することとした。 

   

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 
・浜松市浜北保健センターの開館時間を次のとおり改正す

る。 

  現行の開館時間   改正後の開館時間 

午前８時３０分から 

 午後５時まで 

午前９時から 

 午後４時３０分まで 

・改正に向け「浜松市保健福祉センター条例」の一部改正を 
行う。 

・施行時期：平成２９年４月 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 
議会提案時期：平成２９年２月議会に条例改正案を提案 

担当課 
浜北区 

健康づくり課 
担当者 石田 茂治 電話  ５８５－１１７１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

資料1 


